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防災地域建設委員会資料 
令 和 ５ 年 1 1 月 1 6 日 
防災部原子力安全対策課 

島根原発１号機廃止措置計画の変更に係る事前了解について 

１. 主な経過 

平成29年４月19日  原子力規制委員会が廃止措置計画を認可 

平成29年７月11日  中国電力へ廃止措置の実施を了解する旨回答 

令和５年８月８日  中国電力が廃止措置計画（第２段階）の事前了解願い 

            を提出 

平成29年８月17日  原子力安全顧問会議を開催 

平成29年８月24日  防災地域建設委員会で事前了解願い受領の報告 

平成29年８月31日～ 中国電力が住民説明会を開催（６市・計７回） 

平成29年９月７日  中国電力が防災地域建設委員会で廃止措置計画の変更 

内容を説明（９月27日に２回目を開催） 

令和５年10月４日  安全対策協議会を開催 

令和５年10月25日  原子力安全顧問会議を開催 

２. 周辺自治体の考え 

出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米子市及び境港市（以下「周辺自治体」）に

ついては、県と周辺自治体とが締結している覚書に基づき、島根原発１号機の

廃止措置計画の第２段階に係る変更について了承する旨、県へ伝達、あわせて

中国電力へ回答 

３. 県の認識 

原子力安全顧問、安全対策協議会、関係自治体等の意見を踏まえた県の認識は

次のとおりであり、廃止措置計画の変更に係る事前了解については、今後、県

議会の意見も踏まえた上で知事が判断 

(1) 廃止措置自体への反対意見はなく、廃止措置を前に進めていくことは必要 

(2) ただし、廃止措置計画を第２段階に進めるにあたっては、別紙１で示すよ

うに様々な意見があり、中国電力及び国に対しては別紙２～５のとおり必

要な対応を求めることが適当 
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別
紙
１
 

廃
止
措
置

計
画
に
対

す
る
主

な
意
見
 

項
目
 

中
国

電
力
の
説
明
 

主
な
意
見
 

県
の
対
応
（
案
）
 

原
子
炉
本
体
周
辺

設
備
の
解
体
撤
去
 

＜
作
業
者
の
安
全
管
理
＞
 

・
作
業
環
境
の
線
量
低
減
の
た
め
、
解
体
前
に
必

要
に
応
じ
て
化
学
的
、
機
械
的
除
染
を
実
施
す

る
。
解
体
作
業
を
実
施
す
る
場
合
、
必
要
に
応

じ
て
汚
染
拡
大
防
止
囲
い
、
局
所
フ
ィ
ル
タ
、

局
所
排
風
機
等
を
設
置
、
マ
ス
ク
等
、
作
業
環

境
に
応
じ
て
防
護
具
の
着
用
等
、
放
射
線
防
護

上
の
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
。
 

・
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
作
業
を
行
う
場
合
は
、

保
安
規
定
に
基
づ
き
、
全
て
の
放
射
線
業
務
従

事
者
を
対
象
に
入
所
時
教
育
、
放
射
線
業
務
従

事
者
教
育
等
を
実
施
す
る
。
 

 ・
放
射
線
は
当
然
だ
が
、

労
働
安
全
全
般
で
考

え
、
転
倒
、
転
落
、
切

傷
と
い
っ
た
様
々
な

事
故
を
し
っ
か
り
防
止

し
て
い
た
だ
き
た

い
。
 

・
事
故
の
防
止
対
策
は
も

ち
ろ
ん
、
被
ば
く
の

低
減
対
策
、
線
量
管
理

、
労
働
災
害
防
止
対

策
、
健
康
管
理
を
徹
底

し
て
い
た
だ
き
た

い
。
 

・
第
２
段
階
は
初
め
て
放

射
線
業
務
に
従
事
す

る
作
業
者
や
、
様
々
な

職
種
の
作
業
者
が
多

数
関
わ
る
た
め
、
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
異

な
る
作
業
者
に
ど
う
教

育
す
る
か
が
重
要
で

あ
る
。
 

 ・
中
国
電
力
に
対
し
、
作
業
者

の
適
切
な
安
全
管
理
を
要
請
 

・
国
及
び
中
国
電
力
に
対
し
、

廃
止
措
置
に
係
る
安
全
対
策

に
つ
い
て
の
教
育
及
び
訓
練

等
の
取
組
を
要
請
 

＜
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
防
止
＞
 

・
既
存
の
建
物
、
構
築
物
、
換
気
設
備
に
よ
り
施

設
外
へ
の
漏
え
い
防
止
お
よ
び
拡
散
防
止
機
能

を
維
持
す
る
ほ
か
、
解
体
作
業
を
実
施
す
る
際

に
は
、
汚
染
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ

て
、
汚
染
拡
大
防
止
囲
い
、
局
所
フ
ィ
ル
タ
、

局
所
排
風
機
等
を
設
置
す
る
。
 

 

 ・
放
射
性
物
質
の
漏
え
い

や
拡
散
防
止
対
策
に

も
し
っ
か
り
取
り
組
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
国
・
県
も
万
一
の

漏
え
い
に
備
え
た
体

制
を
整
え
て
い
た
だ
き

た
い
。
 

 ・
中
国
電
力
に
対
し
、
放
射
性

物
質
の
漏
え
い
防
止
を
要
請
 

・
国
に
対
し
、
検
査
等
を
通
じ

た
厳
格
な
確
認
を
要
請
 

・
県
は
、
安
全
協
定
に
基
づ

き
、
放
射
性
物
質
の
管
理
状

況
等
を
確
認
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項
目
 

中
国

電
力
の
説
明
 

主
な
意
見
 

県
の
対
応
（
案
）
 

放
射
性
廃
棄
物
の

処
理
処
分
 

＜
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
＞
 

・
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
は
適
切
に
処
理
を
行

い
、
気
体
及
び
液
体
廃
棄
物
は
安
全
を
確
認
し

放
出
、
固
体
廃
棄
物
は
廃
止
措
置
が
終
了
す
る

ま
で
に
廃
棄
の
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
廃

棄
施
設
に
廃
棄
す
る
。
 

・
廃
棄
場
所
は
必
要
な
時
期
ま
で
に
決
定
す
る
。

第
２
段
階
で
発
生
す
る
Ｌ
３
の
処
分
場
の
確
保

に
向
け
た
取
組
を
優
先
的
に
実
施
し
、
他
の
廃

止
措
置
中
の
原
発
を
有
す
る
電
力
と
連
携
し
、

適
地
を
探
す
努
力
を
継
続
す
る
。
 

 

 ・
現
状
は
処
分
場
所
が
決

ま
っ
て
い
な
い
が
、

放
射
性
廃
棄
物
の
処
理

、
処
分
、
管
理
に
つ

い
て
は
万
全
を
期
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
 

 ・
国
及
び
中
国
電
力
に
対
し
、

廃
止
措
置
に
伴
い
発
生
す
る

放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
に
係

る
取
組
を
要
請
 

＜
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
＞
 

・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
対
象
物
は
、
原
子
力
発
電

所
内
で
鉄
鋼
材
等
に
再
利
用
す
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
る
。
 

・
将
来
は
一
般
的
に
再
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
ほ
し
い
が
、
再
利
用
は
電
力
会
社
内
や
理
解

の
得
ら
れ
た
施
設
等
か
ら
進
め
、
ス
テ
ッ
プ
を

踏
ん
で
社
会
全
体
に
拡
大
と
い
う
進
め
方
を
想

定
し
て
い
る
。
 

 ・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
対

象
物
の
リ
ス
ク
は
低

い
が
、
一
般
に
十
分
認

知
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
理
解
が
進
ま
な
か

っ
た
場
合
の
対
応
も

想
定
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い

か
。
 

・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
対

象
物
を
利
用
し
、
地

域
に
貢
献
す
る
よ
う
な

、
原
子
力
に
も
か
か

わ
る
よ
う
な
製
品
を
作

っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
 

・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
対

象
物
は
発
電
所
内
で

の
み
再
利
用
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
 

 

 ・
国
及
び
中
国
電
力
に
対
し
、

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
対
象
物

を
含
め
、
廃
止
措
置
で
生
じ

た
廃
棄
物
の
処
分
等
を
円
滑

に
進
め
る
た
め
の
取
組
を
要

請
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項
目
 

中
国

電
力
の
説
明
 

主
な
意
見
 

県
の
対
応
（
案
）
 

廃
止
措
置
工
程
の

見
直
し
 

＜
廃
止
措
置
工
程
の
延
長
＞
 

・
廃
止
措
置
の
終
了
時
期
を

2
0
4
5
年
度
か
ら

2
0
4
9
年
度
に
変
更
す
る
。
 

・
現
行
は

2
0
2
9
年
度
ま
で
に
使
用
済
燃
料
の
搬

出
・
譲
渡
し
を
終
え
る
計
画
だ
が
、
再
処
理
工

場
竣
工
が

2
0
2
4
年
度
上
期
予
定
な
の
で
、
現

行
計
画
で
搬
出
・
譲
渡
し
を
終
え
る
こ
と
は
現

実
的
に
困
難
 

・
期
間
の
変
更
理
由
は
使
用
済
燃
料
の
搬
出
計
画

の
見
直
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
工
程
を
見

直
す
こ
と
で
、
よ
り
安
全
に
配
慮
し
て
作
業
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
 

 

 ・
安
全
に
業
務
を
続
け
る

こ
と
を
考
え
る
と
、

で
き
な
い
も
の
を
無
理

に
進
め
る
の
は
よ
く

な
い
の
で
、
一
定
の
延

長
は
や
む
を
得
な
い

と
考
え
る
。
 

・
廃
止
措
置
が
長
く
続
く

ほ
ど
自
然
災
害
を
含

め
た
リ
ス
ク
が
続
く
と

い
う
こ
と
は
認
識
し

て
お
い
て
い
た
だ
き
た

い
。
 

 

 ・
中
国
電
力
に
対
し
、
住
民
の

安
全
確
保
を
最
優
先
に
、
廃

止
措
置
の
着
実
な
実
施
を
要

請
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項
目
 

中
国

電
力
の
説
明
 

主
な
意
見
 

県
の
対
応
（
案
）
 

そ
の
他
廃
止
措
置

に
関
係
す
る
も
の
 

＜
廃
止
措
置
の
情
報
提
供
＞
 

・
情
報
提
供
方
法
は
、
説
明
会
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
新
聞
折
り
込
み
チ
ラ
シ
で
の
広
報
な
ど

様
々
な
形
で
実
施
す
る
。
 

 ・
廃
止
措
置
工
程
の
延
長

、
放
射
性
廃
棄
物
を

最
終
的
に
ど
う
す
る
か

、
廃
止
措
置
完
了
後

の
跡
地
利
用
な
ど
の
情

報
を
早
い
段
階
か
ら

地
域
住
民
に
提
供
す
る

こ
と
が
重
要
。
 

・
汚
染
状
況
調
査
の
状
況

等
も
公
開
す
る
の
が

望
ま
し
い
。
 

 ・
中
国
電
力
に
対
し
、
関
係
自

治
体
等
へ
の
丁
寧
な
情
報
提

供
を
要
請
 

・
県
は
安
全
協
定
に
基
づ
き
、

廃
止
措
置
の
実
施
状
況
・
実

施
計
画
を
確
認
 

＜
再
処
理
工
場
の
竣
工
に
係
る
対
応
＞
 

・
再
処
理
工
場
の
状
況
等
変
化
が
あ
れ
ば
、
住
民

向
け
に
、
大
勢
集
ま
る
機
会
だ
け
で
な
く
、
公

民
館
単
位
等
で
も
説
明
機
会
を
い
た
だ
く
、
発

電
所
を
見
学
す
る
機
会
を
設
け
る
等
の
方
法
で

情
報
提
供
を
行
う
。
 

・
再
処
理
工
場
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
電
力
、
関

係
メ
ー
カ
ー
含
め
総
力
を
傾
注
。
当
社
か
ら
も

応
援
要
員
を
出
向
さ
せ
、
審
査
資
料
の
確
認
等

に
よ
り
日
本
原
燃
を
支
援
し
て
い
る
。
 

 

 ・
2
0
2
4
年
度
上
期
に
再

処
理
工
場
が
竣
工
し

な
い
場
合
の
対
応
等
に

つ
い
て
、
中
国
電
力

は
説
明
責
任
を
果
た
す

べ
き
。
 

・
使
用
済
燃
料
が
原
因
で

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
遅

れ
る
な
ら
、
そ
の
対
策

と
し
て
乾
式
貯
蔵
施

設
の
検
討
も
必
要
で
は

な
い
か
。
 

 

 ・
中
国
電
力
に
対
し
、
関
係
自

治
体
等
へ
の
丁
寧
な
情
報
提

供
を
要
請
 

・
国
及
び
中
国
電
力
に
対
し
、

使
用
済
燃
料
の
搬
出
・
譲
渡

し
の
確
実
な
実
施
の
た
め
の

取
組
を
要
請
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別紙２ 

中国電力への要請事項（案） 

１. 住民の安全確保及び環境の保全を図ることを最優先に、関係法令及び安全

協定等を遵守し、廃止措置を適切かつ着実に実施すること。 

２. 廃止措置の実施状況や計画等について、島根県、松江市、出雲市、安来市、

雲南市、鳥取県、米子市及び境港市（以下「関係自治体」という。）などに

対して、引き続き、丁寧な情報提供を行うこと。 

３. 使用済燃料の全量搬出・譲渡しの適切な実施に向け、引き続き具体的な検

討を行うとともに、搬出等を着実に進めること。 

４. 廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物等の保管・管理を適切に行うととも

に、確実な処分等について、引き続き具体的な検討を進めること。 

５. 地震等の自然災害や万が一の不測の事態への対応を含め、廃止措置の段階

に応じた安全対策を確実に講じること。 

６. 廃止措置に当たっての安全対策については、設備面での対応だけでなく、

組織・人員体制、教育及び訓練といった人的な対応に関しても、引き続き適

切な取組を行うこと。 

７. 機器の除染や設備の解体等、廃止措置の作業を進めるに当たっては、作業

ルールの遵守はもとより、作業員の被ばく低減対策等の安全管理を徹底し、

また、周辺環境への影響防止の観点から、放射性物質の漏えい防止対策に

万全を期すこと。 

８. 原子力防災対策については、万が一の原子力災害に備えて、一般住民及び

要支援者が迅速かつ安全に避難できるような対策を、関係自治体とよく連

携して行うこと。 

９. 地元企業への工事発注など、地域振興に特段の配慮をするとともに、その

具体的な内容を明らかにすること。 
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別紙３ 

原子力規制委員会への要請事項（案） 

１. 廃止措置の実施に当たっては、住民の安全確保及び環境の保全の観点から

審査及び検査等を通じた厳格な確認を行うとともに、これらの状況につい

ては、必要に応じて立地・周辺自治体等にわかりやすく説明を行うこと。 

２. 廃止措置中の適切な使用済燃料の管理や譲渡し、廃止措置に伴い発生する

放射性廃棄物等の管理や処分が適切に行われるよう、厳格に確認を行うこ

と。 

３. 廃止措置に当たっての安全対策については、設備面での対応だけでなく、

組織・人員体制、教育及び訓練といった人的な対応についても厳格に確認

を行うこと。 
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  別紙４ 

内閣府への要請事項（案） 

自治体が進める原子力災害時の避難計画の住民への周知や、要配慮者対策、

避難先や移動手段の確保、国の実動組織の支援等について、引き続き必要な支

援・協力を行うこと。 
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別紙５ 

経済産業省への要請事項（案） 

１. 使用済燃料の搬出や譲渡しが確実に行われるよう、使用済燃料の処理・処

分などの核燃料サイクルの課題の解決について、国が前面に立った取組を

加速させること。 

２. 廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物等の処分については、発生者責任の

原則を基本としつつ、国としても、処分等の円滑な実現に向け、取組を加速

させること。 

３. 廃止が決定した原子力発電施設についても、安全・防災対策などの行政負

担が引き続き生じていることから、撤去完了までを見据えた財政支援を行

うこと。 
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